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議案第３５号

大東市長の退職手当の特例に関する条例について

大東市長の退職手当の特例に関する条例を次のとおり制定する。

平成２８年３月１１日提出

大東市長 東 坂 浩 一

理 由

大東市長の退職手当を５０パーセント減額するため。
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大東市長の退職手当の特例に関する条例（案）

平成 年 月 日

条 例 第 号

この条例の公布の日において市長であった者に係る同日を含む任期に係る退職手当の額

は、大東市長等の退職手当に関する条例（平成７年条例第３０号）第３条第１項の規定に

かかわらず、同項に定める額からその１００分の５０に相当する額を減じた額とする。

付 則

この条例は、公布の日から施行する。


